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○ 
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
新
旧
対
照
条
文
） 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
） 

 

改 

正 

案 

現 

行 

（
最
良
執
行
方
針
等
の
適
用
除
外
等
） 

第
十
六
条
の
六 

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

有
価
証
券
の
売
買
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

イ 

上
場
株
券
等
（
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
券
、
新

株
予
約
権
付
社
債
券
そ
の
他
の
有
価
証
券
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
売
買
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
項
に
お
い

て
同
じ
。
） 

ロ 

店
頭
売
買
有
価
証
券
の
売
買 

ハ 

取
扱
有
価
証
券
の
売
買 

二 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引 

２ 

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
最
良
執
行
方
針
等
は
、
同
項

に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
取
引
に
つ
い
て
銘
柄
ご
と
に
最
良
の
取
引
の
条

件
で
執
行
す
る
た
め
の
方
法
及
び
当
該
方
法
を
選
択
す
る
理
由
を
内
閣
府

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

法
第
四
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
上
場

（
最
良
執
行
方
針
等
の
適
用
除
外
等
） 

第
十
六
条
の
六 

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

有
価
証
券
の
売
買
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

イ 

上
場
株
券
等
（
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
券
、
新

株
予
約
権
付
社
債
券
そ
の
他
の
有
価
証
券
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
売
買
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
項
に
お
い

て
同
じ
。
） 

ロ 

店
頭
売
買
有
価
証
券
の
売
買 

ハ 

取
扱
有
価
証
券
の
売
買 

二 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引 

２ 

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
最
良
執
行
方
針
等
は
、
同
項

に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
取
引
に
つ
い
て
銘
柄
ご
と
に
最
良
の
取
引
の
条

件
で
執
行
す
る
た
め
の
方
法
及
び
当
該
方
法
を
選
択
す
る
理
由
を
記
載
し

て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

法
第
四
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
上
場
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株
券
等
及
び
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
売
買
と
す
る
。 

株
券
等
及
び
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
売
買
と
す
る
。 

 
 

 


